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大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１

大阪市阿倍野区阿倍野筋１

おおさか　いちろう　

大　阪　　一　郎

   第 １区  １番地

（ア） 1 号～ 4 号

処理欄
 □入力 □索引簿 □図面 □墓籍簿印刷

本　籍
ふりがな

使用霊地数

氏　名

電話番号（０９０）５６７８ ― ８７６５

　　大阪　太郎

許可証の番号

霊 園 使 用 権 承 継 届

　　令和　4　年　4　月　1　日

住　所

大 阪 市 長　様

　 第　１０００　 号

氏　名

霊　園　名

承継者

次のとおり相続により霊園の使用権を承継したので、大阪市設霊園条例第１４条第２項の規定により届けます。

大阪市設   ○○ 霊園

２５０円 №

前
使
用
者

(添付書類) □霊園使用許可証 □住民票等 □親等図 □承継誓約書□戸籍謄本等

住　所

令和　　　・　　　・受　付

係員手数料収受欄

許　可　年　月　日

前 使 用 者
と の 続 柄

 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１(霊園使用許可証のご住所をご記入ください。）

種

使用場所

           □本人確認書類（・住所記載・本籍記載）□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　　４   霊地

　　子　（長男）

区

第　　   号 令和　　  ・　 ・

副園長園長 受　付

霊園使用許可証の
使用場所をご記入
下さい。



明治 明治 続 柄 明治 明治 続 柄
大正 大正 大正 大正
昭和 昭和 昭和 昭和
平成 平成 平成 平成
令和 令和 令和 令和

25 20 15
年 年 年 年

8 7 2
月 月 月 月

1 1 1
日 日 日 日
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親　　　等　　　図

母 父
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現
名
義
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大
阪
　
市
子

大
阪
　
太
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承
継
者

子
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大
阪
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生 生 生 生 生
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現
名
義
人
と
承
継
者
の
続
柄
を

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

死
亡
さ
れ
て
い
る
方
は
赤
字
で

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

（注）
１．現名義人と承継者との続柄を、生死の区別なく記入してください。

２．続柄・氏名・生年月日・死亡年月日をご健在の方は黒字で、死亡されている方は赤字で記入してください。

３．親子関係については一本線、配偶者については二本線で各欄を結んでください。

４．前使用者・承継者については、その旨を欄外右肩に記入してください。



承継誓約書 

 

令和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

 

大阪市長様 

 

  承継者 

 

           氏  名   大 阪  一 郎 

 

 

 

 この使用権承継届について、万一問題が生じた場合においても、大阪市に対し一切

の迷惑をかけずに解決することを誓約いたします。 

 また、次のとおり相違ありません。 

 

・親族間の合意を得ています。 

・他の親族より請求があったときは、墓地、埋葬等に関する法律第 15条第２項

に基づき、帳簿又は書類等を閲覧させることに異存ありません。 


